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第１章　後期基本計画の策定にあたって

第１節　計画策定の趣旨

　平成27（2015）年度から令和6（2024）年度までの10年間を計画期間とする長期総合計
画の基本構想における将来像の実現に向け，平成31（2019）年度までの前期5年間の施策や
個別事業の取組の検証等を通じて，令和2（2020）年度から5年間の施策の基本方針及び目標
を定める「三原市長期総合計画後期基本計画」を策定します。

第２節　計画策定の視点

　後期基本計画は，次の視点を踏まえ策定します。
　☞ 前期基本計画の進捗状況と課題
　☞ 社会情勢の変化
　☞ 市の主要指標の動向
　☞ 市民の想い
　☞ 西日本豪雨災害からの復旧・復興

第３節　計画期間

　この基本計画は，令和2（2020）年度を初年度とし，令和6（2024）年度を計画期間とす
る5カ年計画とします。

　
　
　
　

　
　
　

第４節　計画の構成

　この基本計画は，「総論」「各論」によって構成します。

 
基本構想

基本計画

年間

前期５年間 後期５年間

平成27年度
（2015）

令和６年度
（2024）

平成27年度
（2015）

平成31年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和６年度
（2024）
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第２章　後期基本計画策定の背景

第１節　前期基本計画の進捗状況と課題

　前期基本計画の計画期間である，平成27（2015）年～平成31（2019）年までの5年間に
おける各施策の進捗状況や課題は次のとおりで，これらを踏まえ，後期基本計画の策定につな
げます。

（1）新しい三原をつくる協働１のまち
　地域活動について，中山間地域では地域計画の策定を通じ，自主的な取組が広がるとともに，
企業や大学等との連携・協力による課題解決の取組など，多様な主体の力で多彩な活動が生ま
れており，地域づくりの活性化や定住促進などの「元気な地域づくり」の政策や，産学官連
携２をはじめとする「市民協働３」の政策において進捗が図られました。
　後期計画に向けては，人口減少が進行するなか，市の元気の源になる「人」の力を活かすこ
とが重要であり，地域が自ら課題解決や活性化に向けて取り組む活動を継続的に支援するほか，
企業や大学に加え，新たに金融機関と連携した取組の展開や，市民活動団体等と連携した取組
の充実・強化，女性の活躍推進などに取り組むことで，住みたいまちとしての魅力を高めてい
くことが必要です。
　まちを支え元気にする取組を推進する人材の確保・育成などを通じて，「新しい三原をつく
る協働のまち」をめざすことが重要です。
　
（2）地域の文化と多様な人材を育むまち
　将来を担う子どもたちについて，学力定着や体力・運動能力向上などの「学校教育の充実」
や学校施設の耐震化などの「教育環境の整備・充実」の政策において進捗が図られました。一
方，人生100年時代に向けて，生涯を通じて学ぶ機会を持つ 「生涯学習の振興」などの政策に
ついて，充実を図ることが必要な状況となっています。
　後期計画に向けては，情報化やグローバル化４などの社会的変化を踏まえ，教育・学習環境
を整備するとともに，長寿化する社会構造を踏まえ，生涯にわたって自発的に学ぶことができ，
スポーツに親しむことができる環境づくり，歴史・文化・芸術の振興などに取り組むことが必
要です。
　市と市民それぞれが積極的に学び，知る機会を求め，互いの独自性を認め合うことを通じて，
「地域の文化と多様な人材を育むまち」をめざすことが重要です。
　
（3）多様な産業と多彩な交流による活力あるまち
　市内工業団地への企業立地を中心とした「工業の振興」をはじめ，中心市街地活性化基本計
画に基づく，空き店舗を活用した起業や駅前東館跡地整備事業など「中心市街地の活性化」な
どの政策の進捗が図られました。加えて，瀬戸内三原 築城450年事業により「観光のまち三原」
の実現に向けた取組が進み，産業の活性化に効果がありました。
　後期計画に向けては，引き続き，工業団地等への企業誘致に取り組むとともに，人材不足対
策や農林水産業の担い手育成と生産振興，JR三原駅前の新たな集客拠点などを活用した中心市
街地のにぎわい創出などに取り組むことが必要です。これに加えて，陸・海・空の交通結節機
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能を活かしたインバウンド５を含む観光振興，人工知能（AI６）やIoT７をはじめとした先進技
術を活用したまちづくりの推進により，市民生活・行政サービスの利便性向上や市内産業の生
産性向上・競争力強化を図るなど，多様な産業と多彩な交流を生み出し，まちの活力につなげ
ていく取組が必要です。
　工業・農林水産業等の既存産業の育成・支援，企業誘致や起業支援などによる働く場として
の魅力向上，商業や観光，にぎわい創出，それぞれの産業が連携して取り組む6次産業化８の
推進など，さまざまなことに挑戦できる環境づくりを通じて，「多様な産業と多彩な交流によ
る活力あるまち」をめざすことが重要です。

（4）健やかに暮らせる人に優しいまち
　放課後児童クラブの整備・拡充や乳幼児等医療費の軽減など「子ども・子育て」の政策にお
いて，一定のサービス向上が図られたものの，少子化傾向に歯止めがかかっていない状況があ
ります。「福祉・介護」の政策においては，高齢者や障害のある人が，住み慣れた地域で安心
して生活することを支援する体制整備が図られました。また，メンタルヘルス９に対する取組
の拡充など，市民の健康づくりや地域医療の確保に取り組んできました。
　後期計画に向けては，今後，支援を必要とする高齢者が増加すると予想されることから，在
宅医療と介護の連携や地域で支え助け合う体制整備に引き続き取り組むことが必要であるとと
もに，人口の減少傾向抑制に向け，子どもを産み・育てやすい環境づくりの充実を図る取組が
必要です。加えて，市民や地域社会の健康づくりへの意識高揚を図り，これを支える医療サー
ビスの充実や人材不足への対応などの取組も必要です。
　子どもも高齢者も障害者も，すべての世代が活躍でき，安心して住み慣れた地域で生活を送
ることができるとともに，妊娠・出産・子育てなど市民の希望をかなえる支援を通じて，「健
やかに暮らせる人に優しいまち」をめざすことが重要です。
　
（5）安心して快適・安全に住み続けられるまち
　コミュニティ FM放送の開局や自主防災組織の設立支援など，「災害対応力の強化」や，水道，
下水道，街区，公園など「生活基盤」の政策について進捗が図られました。また，平成30年7
月豪雨災害を踏まえたハード・ソフト両面からの防災・減災10対策など，市民の安全・安心を
守る取組や，地球温暖化対策など，環境保全の取組等をさらに進めることが必要な状況となっ
ています。
　後期計画に向けては，豪雨災害からの復旧・復興に計画的かつ迅速に取り組むことに加え，
人口減少・少子高齢化11を踏まえた「コンパクト＋ネットワーク」の考え方に基づき，日常生
活の住み良さ向上に向け，生活機能の維持・確保や地域公共交通網の形成などの取組を進めて
いく必要があります。
　災害が発生した場合でも被害を最小限にとどめるとともに，生活・産業・交流の拠点性を高
め，各拠点間をつなぐハード・ソフト両面の取組を通じて，「安心して快適・安全に住み続け
られるまち」をめざすことが重要です。
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第２節　社会情勢の変化

　後期基本計画策定にあたっては，次のような社会状況の変化を的確に把握し，迅速かつ適正
に対応していくことが求められています。

（1）人口減少と少子高齢化の進行
　平成27（2015）年の国勢調査によると，日本の総人口は1億2,709万人となっており，平
成22（2010）年の前回調査時に比べ約96万人減少し，本格的な人口減少社会が到来してい
ます。
　また，少子化と高齢化も同時に進行しており，人口構成も大きく変化しています。
　合計特殊出生率12の全国値は，平成27（2015）年には1.45となっており，人口の維持に
必要とされる2.07を大きく下回る水準となっている一方で，令和7（2025）年には団塊の世
代13が75歳以上となることから，介護や医療ニーズが増加することが懸念されています。
　こうした中，出生の希望がかなう社会にすることと，人生100年時代の到来を見据え，誰も
がいくつになっても活躍できる社会を構築することが必要です。
　
（2） 経済・社会環境の多様化・高度化
　人口減少等に伴う国内市場の縮小が見込まれる一方，労働力人口の減少による人員不足を補
うため，外国人労働者の雇用が増加するなど，国内と海外の関わりが一層強くなることが予測
されます。
　また，IoTやロボット，AIなどの新たな技術を産業や社会生活に取り入れ，経済発展と社会
課題の解決を両立していくSociety5.014の実現に向けた取組を進めていくことが地方創生にお
いても求められています。
　このように，経済や社会を取り巻く環境は日々複雑化・高度化しているため，行政と地域の
企業・団体等が連携を図ることにより，急速なグローバル化や技術革新に対応した取組が求め
られています。
　
（3）様々なリスクへの対応
　近年，大規模地震，台風，集中豪雨などの自然災害による甚大な被害が全国各地で発生して
おり，今後は，南海トラフ15大地震16の発生も予想されるなど，自然災害への懸念が増大して
います。
　また，高度経済成長期に建設された大量の社会資本が耐用年数を迎えつつあり，限られた予
算の中で，今後の維持管理・更新を図っていく必要があります。
　加えて，感染症への備えや，子ども・高齢者を対象としたインターネット犯罪や特殊詐
欺17，消費生活に関するトラブルなど，様々な危険や不安が市民生活を取り巻いており，誰も
が安心して暮らすことができるまちづくりへの関心は一層高まっています。
　
（4）持続可能な社会に対する意識の高まり
　平成27（2015）年9月に国連で採択された持続可能な開発のための「2030アジェンダ※」
において，先進国と開発途上国がともに取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として，
17の持続可能な開発目標（SDGs18）が掲げられました。
　これを受け，国の第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和元（2019）年12月20
日閣議決定）においても，「持続可能なまちづくりや地域活性化に向けて取組を推進するに当
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たって，SDGsの理念に沿って進めることにより，政策全体の全体最適化，地域課題解決の加
速化という相乗効果が期待でき，地方創生の取組の一層の充実・深化につなげることができる。」
と示されています。

※ 2030アジェンダ：国際社会における持続可能な開発のための行動計画として，
　令和12（2030）年を期限とする包括的な目標とターゲット等からなる。

※持続可能な開発目標（SDGs）

■17の持続可能な開発目標（SDGs）■

（5）市民活動・人材育成の必要性
　核家族19化の進行や生活様式の多様化など，人々の意識の変化に伴い，地域社会における人
と人のつながりが希薄化してきており，これまでの地縁に基づいたコミュニティだけでは地域
が抱える課題に十分な対応を図ることが難しくなってきています。
　その反面，急速に進む高齢化に対応するため，福祉や防犯・防災などの分野において地域が
果たす役割は大きくなってきています。
　地域課題が多様化・複雑化している中，行政だけで課題を解決していくことは困難な状況で
あり，課題の解決に向けた市民活動が重要であり，行政をはじめ，市民，市民活動団体，大学，
企業など，様々な主体がこれまで以上に連携していくとともに，体制づくりや人材育成が求め
られています。
　
（6）多様性を受け入れる社会の実現
　少子高齢化の進行，女性の社会進出，国際化の加速など，社会経済環境が大きく変化してき
ています。

1 貧困 2 飢餓 6 水・衛生5 ジェンダー4 教育3 保健

7 エネルギー 8 成長・雇用 12 生産・消費11 都市10 不平等9 イノベーション

13 気候変動 14 海洋資源 17 実施手段16 平和15 陸上資源
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　人口減少が進み，労働力人口が減少する環境下では，多様な人材の能力を引き出し，地域の
活力を持続させていくことが大きな課題となります。
　また，社会の移り変わりが目まぐるしく，多様化・高度化するニーズに応えていくためにも，
女性，高齢者，障害者，外国人，性的少数者などの多様な人々が活躍できる環境の整備が求め
られています。
　

（7）独自財源の確保と効率的な行政経営
　日本の財政状況は，人口減少・少子高齢化の進行によって，税収が伸び悩む一方で，社会保
障関連経費が増加する構造が続いています。
　このような状況を踏まえ，地方自治体は国からの財政支援に頼るだけでなく，地域の魅力向
上や情報発信により，交流・関係・移住・定住人口の増加や，ふるさと納税の活用など，様々
な手段による財源確保に取り組んでいくことが求められています。
　また，スリムで効率的な行政経営を実現するため，事務・事業の見直しを行い，必要性の低
下した事務・事業については，積極的に廃止・縮小を進めるとともに，行政が直接行う必要の
ない事務・事業については，民営化・民間委託・PFI20 の活用などを進めることにより，組織・
業務の減量・効率化を図り，効果的かつ効率的に行政サービスを提供する経営感覚が求められ
ています。

12



基
本
目
標
１

基
本
目
標
２

基
本
目
標
３

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５

計
画
の
実
現
に
向
け
て

資
料
編

総　

論

第３節　主要指標の動向

（1）人口の推移
　【総人口】
　・  国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると，現在の傾向で人口が推移した場合，
令和42（2060）年には，平成27（2015）年の約44.7％の水準である53,185人にまで
減少すると予測されています。

　
　【年齢3区分別人口】
　・  生産年齢人口（15～ 64歳）は，総人口と同様に昭和60（1985）年にピークを迎え，そ
の後は減少傾向となり，令和42（2060）年には，平成27（2015）年に比べ51.9％減少
すると予測されています。

　・  年少人口（0～ 14歳）は，昭和40（1965）年以降減少傾向にあり，令和42（2060）年には，
平成27（2015）年に比べ52.2％減少すると予測されています。

　・  老年人口（65歳以上）は，令和2（2020）年までは増加傾向にあるものの，その後は減
少に転じ，令和42（2060）年には，平成27（2015）年に比べ29.8％減少すると予測さ
れています。

■総人口及び年齢3区分別人口の推移■

出典： S35（1960）年～H27（2015）年…「国勢調査（各年10月1日）」総務省
　　　  R2（2020）年～ R42（2060）年…「内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局提供ワークシート（令

和元年6月版）に基づく推計」
※S35（1960）年は，年齢3区分別人口は非掲載。
※H27（2015）年は，国のワークシートの数値に準拠。

111,108

96,194

53,185

23,525

11,719 5,596

72,414

52,933

25,437

15,169

31,542

22,152
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80,000

100,000

120,000

S35年
（1960年）（1970年）（1980年）（1990年）（2000年）（2010年）（2020年）（2030年）（2040年）（2050年）（2060年）

S45年 S55年 H2年 H12年 H22年 R2年 R12年 R22年 R32年 R42年

総人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

（人）

推計値
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（2）出生・死亡，転入・転出の推移
　・自然増減では，死亡数が出生数を上回る自然減で減少数が拡大しています。
　・  社会増減では，転出数が転入数を上回る社会減の状況ですが，平成21（2009）年～平成
24（2012）年は，平均約500人の減少でしたが，平成27（2015）年～平成30（2018）
年は，平均約200人に減少幅が縮小しています。

■出生数・死亡数の推移■

■転入数・転出数の推移■

　

897 893 888 857 822 789 790 776 879 793 791 760 779 770 703 712 633 595 584

(946) (981)
(1,149)

(1,066) (1,123) (1,104) (1,095)
(1,220) (1,235) (1,187) (1,209) (1,176) (1,245) (1,240) (1,251) (1,301) (1,265) (1,346) (1,380)

▲ 49 ▲ 88
▲ 261 ▲ 209 ▲ 301 ▲ 315 ▲ 305

▲ 444
▲ 356 ▲ 394 ▲ 418 ▲ 416 ▲ 466 ▲ 470 ▲ 548 ▲ 589 ▲ 632

▲ 751 ▲ 796

(1,500)

(1,000)

(500)

0

500

1,000

1,500
死亡数

出生数

自然増加数

H12年

（人）

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年
（2000年）（2001年）（2002年）（2003年）（2004年）（2005年）（2006年）（2007年）（2008年）（2009年）（2010年）（2011年）（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）

3,516 3,463 3,593 3,449 3,313 3,141 3,212 
2,797 2,877 

2,532 2,586 2,377 
2,649 2,748 2,870 

2,952 2,850 2,722 2,754 

(4,023) (4,034) (3,963)
(3,676) (3,616)

(3,282) (3,325) (3,173) (3,250) (3,136)
(3,035) (2,818) (3,128) (2,987)

(2,874) (3,071) (2,949) (3,079) (3,016)

▲ 507 ▲ 571 ▲ 370
▲ 227 ▲ 303 ▲ 141 ▲ 113 ▲ 376 ▲ 373 ▲ 604 ▲ 449 ▲ 441 ▲ 479

▲ 239 ▲ 4 ▲ 119 ▲ 99 ▲ 357 ▲ 262

(5,000)

(4,000)

(3,000)

(2,000)

(1,000)

0

1,000

2,000

3,000

4,000 転出数
転入数
社会増加

（人）

H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年
（2000年）（2001年）（2002年）（2003年）（2004年）（2005年）（2006年）（2007年）（2008年）（2009年）（2010年）（2011年）（2012年）（2013年）（2014年）（2015年）（2016年）（2017年）（2018年）

出典：「住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数に関する調査」総務省

14



基
本
目
標
１

基
本
目
標
２

基
本
目
標
３

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５

計
画
の
実
現
に
向
け
て

資
料
編

総　

論

（3）合計特殊出生率の推移
　・  厚生労働省が公表している本市の合計特殊出生率は，増減を繰り返し，直近の平成20
（2008）年～平成24（2012）年の値は1.56となっており，県平均・全国平均を上回っ
ています。

■合計特殊出生率（ベイズ推定値21）の推移■

出典：「人口動態保健所・市町村別統計」厚生労働省

全国

広島県

三原市

合計特殊出生率
（ベイズ推定値）

H10年（1998年）
～

H14年（2002年）

H15年（2003年）
～

H19年（2007年）

H20年（2008年）
～

H24年（2012年）
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（4）性別・年齢階級別の人口移動の状況
　・男女ともに，進学や就職の年代である20歳前後で転出超過となっています。
　・  男女ともに20歳前後の転出超過数の幅が縮小傾向にあります。これは，年少人口の減少
により進学者，就職者自体が少なくなっている傾向を表していると考えられます。

　・  男性は就職期の25歳前後で転入超過となるのに対し，近年，女性は転出超過となってい
ます。女性が転出したまま戻らないことから，20代～ 30代の女性が減少し，生産年齢人
口や年少人口の減少に影響していると考えられます。

■年齢階級別人口移動推移（男性）■

■年齢階級別人口移動推移（女性）■

▲1,500

▲ 1,250

▲ 1,000

▲ 750

▲ 500

▲ 250

0

250

500

750

1,000
人

S55年（1980年）→S60年（1985年）
S60年（1985年）→H  2年（1990年）
H  2年（1990年）→H  7年（1995年）
H  7年（1995年）→H12年（2000年）
H12年（2000年）→H17年（2005年）
H17年（2005年）→H22年（2010年）
H22年（2010年）→H27年（2015年）

【男性】

▲1,500

▲ 1,250

▲ 1,000

▲ 750

▲ 500

▲ 250

0

250

500

750

1,000
人

S55年（1980年）→S60年（1985年）
S60年（1985年）→H  2年（1990年）
H  2年（1990年）→H  7年（1995年）
H  7年（1995年）→H12年（2000年）
H12年（2000年）→H17年（2005年）
H17年（2005年）→H22年（2010年）
H22年（2010年）→H27年（2015年）

【女性】

出典：「国勢調査（各年10月1日）」総務省
※男女５歳階級別の純移動数は，上記「国勢調査」人口と
　各期間の生残率を用いて推定した値。
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（5）年齢別地域別転出数
　・  本市では，若い世代（20～ 29歳）の転出が最も多くなっています。その多くは県内への
転出となっていますが，三大都市圏を中心とした県外への転出も多くなっています。

■年齢別地域別転出数■

（6）市内総生産
　・  市内総生産は，平成19（2007）年度～平成28（2016）年度の10年間，4,000億円前後
で増減を繰り返しています。

　・  産業別では，第2次産業が1,800億円前後，構成比で平均45％，第3次産業は，2,100億
円前後，構成比で平均53％で推移しています。

■三原市内総生産の推移■

49 83 

242 
129 

71 45 46 
55 

63 

296 

81 
75 

39 63 

40.8 

58.4 

47.7 

41.7 

52.1 50.6 50.7 

0
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20
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40

50

60

70

80

90

100

0

200

400

600

800

1,000

1,200
県内
県外（三大都市圏）
県外（その他）
県外比率

地
域
別
転
出
数
人

％

県
外
比
率
％

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

（単位：百万円）

平 成 19年 度 425,038 5,576 185,983 233,005 474
平 成 20年 度 415,941 5,847 188,485 219,979 1,630
平 成 21年 度 410,687 5,612 193,896 210,612 567
平 成 22年 度 430,276 5,826 210,591 212,276 1,583
平 成 23年 度 372,386 5,916 154,318 210,532 1,621
平 成 24年 度 359,343 5,862 151,278 200,848 1,356
平 成 25年 度 361,234 5,599 153,109 200,733 1,793
平 成 26年 度 403,685 5,462 191,302 204,610 2,312
平 成 27年 度 386,376 5,911 170,779 209,426 259
平 成 28年 度 405,800 6,346 187,624 209,426 259

実数 総生産 第１次
産業

第２次
産業

第３次
産業

輸入品に課さ
れる税・関税
（控除）総資
本形成に係る
消費税

（単位：％）

平 成 19年 度 100.0 1.3 43.8 54.8 0.1
平 成 20年 度 100.0 1.4 45.3 52.9 0.4
平 成 21年 度 100.0 1.4 47.2 51.3 0.1
平 成 22年 度 100.0 1.4 48.9 49.3 0.4
平 成 23年 度 100.0 1.6 41.4 56.5 0.4
平 成 24年 度 100.0 1.6 42.1 55.9 0.4
平 成 25年 度 100.0 1.5 42.4 55.6 0.5
平 成 26年 度 100.0 1.4 47.4 50.7 0.6
平 成 27年 度 100.0 1.5 44.2 54.2 0.1
平 成 28年 度 100.0 1.6 46.2 52.1 0.1

実数 構成比

輸入品に課さ
れる税・関税
（控除）総資
本形成に係る
消費税

第１次
産業

第２次
産業

第３次
産業

 出典：「住民基本台帳人口移動報告」総務省
※ 三大都市圏：東京圏（東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県），名古屋圏（愛知県，岐阜県，
三重県），大阪圏（大阪府，兵庫県，京都府，奈良県）

出典：「市町民経済計算」広島県
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（7）産業構造
①本市の産業構成
　・  本市の従業者・付加価値の構成比は，全国や県に比べ，製造業，医療・福祉，農林漁業の
割合が高くなっています。

　・特に，製造業の付加価値構成比は，全国の約1.9倍となっています。
　・  一方，卸売業・小売業の従業者・付加価値の構成比は，全国や県よりも低くなっており，
付加価値では，全国・県の約7割となっています。

■従業者数の産業別構成■

■付加価値の産業別構成■

0.6

0.8

2.2

6.6

6.5

6.3

16.5

18.9

25.6

21.1

21.6

17.1

13.0

14.0

17.5

42.2 

38.2 

31.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

広島県

三原市

農林漁業 建設業 製造業 卸売業，小売業 医療，福祉 その他

0.4

0.4

0.7

7.2

7.2

7.1

20.3

25.7

38.4

21.2

20.8

14.3

7.7

10.8

15.4

43.2 

35.2 

24.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

広島県

三原市

農林漁業 建設業 製造業 卸売業，小売業 医療，福祉 その他

出典：「平成28年経済センサス－活動調査」経済産業省
※従業者は事業従事者。

出典：「平成28年経済センサス－活動調査」経済産業省
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第４節　市民の想い

　後期基本計画の策定に向けて実施した，市民アンケートやワークショップ22から見える市民
の想いは次のとおりです。
　市民からは引き続き，『活力』と『安心』への強い期待が表れており，こうした期待に応え
るまちづくりの推進が求められています。

（1）市民満足度調査結果の経年変化

■「今後，特に力を入れるべき」と考える政策分野■

　本市において実施した，市民満足度調査の結果によると，「今後，特に力を入れるべき」と
市民が考えている政策分野は上記のとおりとなっています。
　過去4回で，「安心」につながる，子ども・子育て支援や，「活力」につながる，中心市街地活性化，
雇用創出，商工業・サービス業や観光振興が上位に位置しています。
　また，平成30（2018）年は，豪雨災害の影響で，防災対策も上昇し，市民が生活の安心と
ともに，将来に向けて活力を求めていることがうかがえます。

Ｈ30 Ｈ28 Ｈ25 H21

１位
防災のための施設や情
報，活動体制が充実し
ている

中心市街地に活力があ
り，振興が図られてい
る

中心市街地に活力があ
り，振興が図られてい
る

高齢者対策

２位

子育て環境や子育て支
援などが充実し，安心
して子どもを育てるこ
とができる

新たな企業の進出など
により，雇用の場が確
保されている

新たな企業の進出など
により，雇用の場が確
保されている

中心市街地活性化

３位

新たな産業の創出など
により，雇用の場が確
保されている

子育て環境や子育て支
援などが充実し，安心
して子どもを育てるこ
とができる

高齢者福祉が充実し，
安心して暮らすことが
できる

子育て支援

４位

中心市街地に活力があ
り，振興が図られてい
る

高齢者福祉が充実し，
安心して暮らすことが
できる

保育環境や子育て支援
などが充実し，安心し
て子どもを育てること
ができる

医療体制・地域医療

５位

商工業・サービス業に
活力があり，振興が図
られている

観光のまちづくりが行
われ，観光地としての
魅力の向上や″おもて
なし″などが充実して
いる

幼稚園，小・中学校に
通う子どもたちが安全
で快適な教育環境のも
と，適切な教育を受け
ている

小・中学校教育

６位

幼稚園，小・中学校に
通う子どもたちが安全
で快適な教育環境のも
と，適切な教育を受け
ている

ＪＲやバス，航路など，
生活に必要な交通手段
が充実し，利用しやす
い環境が整っている

観光のまちづくりが行
われ，観光地としての
魅力の向上や″おもて
なし″などが充実して
いる

幹線道路（バイパス・
国道等）の整備
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（2）市民ワークショップの結果
　令和元（2019）年7月～ 8月にかけて市民ワークショップを実施しました。その結果から
見える市民の想いは次のとおりです。

 ※詳細は，152ページ以降に掲載しています。

①ワークショップの名称
　「私×まちづくり」～ 5年後に望むまちの姿～

②テーマ
　市の大きな課題である人口減少対策を主テーマとし，「地域での暮らし」，「子ども・子育て」，
「魅力発掘・情報発信」の3つをサブテーマとして設定
※国の総合戦略における基本目標も踏まえて選定。

③参加者
　市内の10代～ 70代　　合計71名

20
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④意見のまとめ
　○地域での暮らし
　　  　住み慣れた地域での暮らしを維持・活性化していくために市民が必要と考えるものとし
ては，「公共交通の利便性向上」，「地域活動・町内会活動の活性化」，「若者流出対策」，「地
域資源の活用」，「生活支援体制の充実」などを求める声が寄せられています。

　○子ども・子育て
　　  　将来のまちを担う子どもたちのためにできること，少子化対策として市民が必要と考え
るものとしては，「出会い・結婚の支援」，「妊娠・出産・子どもの医療体制の充実」，「子
育て環境基盤の保全・整備」，「地域で育てる環境づくり」，「教育・交流の充実」，「仕事と
生活の両立・父親の参画充実」などを求める声が寄せられています。

　○魅力発掘・情報発信
　　  　市の魅力を発掘・創造・発信することで，活力を高め，持続的な発展をめざすために市
民が必要と考えるものとしては，「交通の利便性」や「自然が豊か」という基盤のもと，「祭
り，食，歴史・文化，瀬戸内海」等，本市固有の資源を活かした観光振興と「宿泊機能の
充実」，「情報発信の強化」などを求める声が寄せられています。
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第５節　西日本豪雨災害からの復旧・復興

　 平成30年7月豪雨災害復旧・復興プラン（令和元年7月作成）

　第１章　復旧・復興の基本方針
　　１　基本方針
　　　　平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興に向けて，次の基本方針を掲げます。
　　　　・一日でも早く市民生活と経済活動を取り戻す。
　　　　・災害に負けない強靭な基盤を構築する。
　　　　・市民と行政が，ともに災害に立ち向かう！
　　　  　この3つの基本方針がめざす姿を実現するため，「被災者支援」，「インフラ23災害復旧」，

「災害廃棄物処理」，「産業支援」，「現地支援」の5つのプロジェクトを立ち上げ，より実
効性の高い取組を推進します。

　
　　２　プロジェクトの推進体制
　　　  　本市は，平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興を推進するため，三原市平成30年

豪雨災害復旧・復興推進本部（本部長：市長，以下「推進本部」という。）を設置し，
推進本部の中に，5つのプロジェクトに関する調査，企画立案及び進行管理を担う「プ
ロジェクトチーム」を編成して推進しています。

　　　　本部長のもと，それぞれのプロジェクトチームが全庁的に取組を進めています。

進

捗

状

況

の

報

告

業

務

の

指

示

三原市平成 30年 7月豪雨災害復旧・復興推進本部
（本部長：市長，副市長及び各部長等で構成）
全体調整機関，全体方針決定，情報共有

事務局（事務局長：総務部長，事務局次長：危機管理監，庶務：総務部総務課）
本部会議庶務，市民からの問い合わせ受付

プロジェクトチーム（リーダー，サブリーダー）
①被災者支援， ②インフラ災害復旧， ③災害廃棄物処理， ④産業支援， ⑤現地支援

企画立案，業務進行管理

業務遂行チーム（関係部・課）
業務遂行，市民対応
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　第２章　復旧・復興への取組

　　１　プロジェクトの体系図

A
被災者支援
プロジェクト

C
災害廃棄物処理
プロジェクト

B
インフラ災害復旧
プロジェクト

D
産業支援
プロジェクト

E
現地支援
プロジェクト

　（ア）被災者の見守りと日常生活支援
①三原市地域支え合いセンターによる支援
　（巡回訪問，相談受付，コミュニティづくり支援等）
②災害弔慰金，見舞金，義援金等の支給
　（イ）税等の減免と医療費助成等
①各税等の減免
②医療費の助成等
　（ウ）被災者の住宅確保
①被災した住宅の再建支援
②住宅再建までの仮住まいの提供
　（仮設住宅，公営住宅等の提供）

　（ア）二次災害防止対策
①応急復旧事業の実施
②土砂災害防止事業の実施
　（イ）公共土木施設の早期復旧及び強靭化対策
①公共土木施設災害復旧事業の実施
②河川激甚災害対策特別緊急事業の実施
③上下水道施設災害復旧事業の実施
④公園施設災害復旧事業の実施
　（ウ）農地・農林業用施設の早期復旧
①土砂災害防止事業の実施
②農地・農林業用施設災害復旧事業の実施

　（ア）全壊家屋等や宅地内の土砂混じりがれきの撤去
①土砂混じりがれき撤去費用・家屋解体撤去費用の助成
②市による土砂混じりがれきの撤去・家屋解体撤去
　（イ）災害ごみの処分
①災害廃棄物仮置場の設置及び災害廃棄物の処理・処分
②災害廃棄物戸別収集
③災害廃棄物相談の個別対応・協議

　（ア）被災事業所の事業再建・雇用の維持
①被災事業所への支援体制の構築
　（相談業務，義援金支給）
②国等の支援策活用による施設等の復旧支援
　（グループ補助金，持続化補助金，特別融資等）
　（イ）早期の災害復旧による営農の継続
①経営体育成支援事業
　（国の事業活用による農機具等支援）
②農地自主復旧支援事業
　（公共の復旧事業の対象とならない農業者への義援金）

　（ア）支所との連携・連絡調整
①各支所管轄内での各プロジェクトチームとの連携及び調整
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第６節　本市のめざす方向

　人口の将来推計及び市民満足度の推移を踏まえ，後期基本計画の計画期間における本市とし
てめざす方向及び重点事項を次のとおり定めます。

（1）人口の将来推計
　  　「第3節　主要指標の動向」にも掲載したとおり，国立社会保障・人口問題研究所の推計
によると，現在の傾向で人口が減少した場合，令和7（2025）年には，本市の人口は9万人
を割り，令和17（2035）年には，8万人を割ることが予測されています。さらに，令和42
（2060）年には，平成27（2015）年の約44.7％の水準である53,185人にまで減少すると
予測されています。
　  　現状のまま何ら対策を講じない場合には，極めて厳しく困難な将来が待ち受けている状況
であり，官民一体となって人口減少を抑制する取組が必要です。
　  　とりわけ，現状の都市機能と生活機能を維持するためには，一定の人口規模を確保するこ
とが重要であり，そのためには，当面，今後5年間の人口の減少傾向を抑制するような，現
状の人口減少のトレンドを変える大きな流れが必要です。
　  　国が作成した資料によると，人口減少対策として，出生率の向上が5年遅れるごとに，日
本全体の将来の定住人口がおおむね300万人ずつ減少する状況であり，人口減少は，早急に
対応すべき「待ったなし」の課題となっています。

（2）市民満足度の推移
　  　市が実施するあらゆる施策・取組等は，市民の想いを踏まえて進めていくことが重要です。
平成30（2018）年の西日本豪雨災害がもたらした被害は，市民生活に甚大な影響を及ぼし，
市民満足度を大きく押し下げる結果となりました。
　  　本市の大きな課題である人口の減少傾向の抑制に向けては，定住人口の流出を防止するこ
とが非常に重要であり，そのためには，今住んでいる市民の満足度を高め，「住み続けたい」
と感じる市民の割合を向上させることが重要です。
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（3）めざす方向
　　上記を踏まえ，今後5年間の本市のめざす方向を次のとおり定めます。

（4）後期基本計画における重点事項
　  　本市のめざす方向の実現に向けては，可能な限り現在の人口を維持する「①人口減少対策」
と，住み続けたいと感じる市民の割合や各施策の満足度などを高める「②市民満足度向上対
策」が必要です。
　  　とりわけ，「③平成30（2018）年の豪雨災害からの復旧・復興」については，「人口減少
対策」「市民満足度向上対策」の両面に関わるものであり，プランに基づき計画的・集中的
に取り組むこととしていることから，この3つの事項を，後期基本計画における重点事項と
して設定することとします。

（5）将来に向けて
　  　本市では，前項で定めた重点事項の推進により，人口の減少傾向が強まる中でも，この5
年間で9万人の人口を維持するための対策に積極的に取り組むとともに，市民の安全・安心
など，満足度を高める施策にも取り組むことで，住民が将来も「住み続けたい」と感じるま
ちづくりを行っていきます。これらの取組の積み重ねが，かつての人口である10万人への
チャレンジにつながります。
　  　こうした人口減少抑制・市民満足度向上に向けた取組とともに，現実に変化していく社会
経済状況に応じた行財政運営の取組を進める行政経営により，将来にわたって市を維持する
「持続可能」なまちをつくっていくことをめざしています。
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①可能な限り現在の人口の維持
　⇒令和7（2025）年時点で，人口9万人を維持する

（令和7年12月31日時点の住民基本台帳人口で計測）

②市民満足度の向上
　⇒令和7（2025）年時点の市民満足度を災害前の水準である85％以上に上昇させる

（令和7年度実施予定の市民満足度調査における「住み続けたいと感じる市民の割合」で計測）

【本市のめざす方向】
持続可能なまちづくり
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  ☞ 可能な限り現在の人口維持（令和7年に9万人維持）
  ☞ 市民満足度の向上（令和7年に85％以上）

めざす方向：持続可能なまちづくり

　　行きたい　住みたい　つながりたい　世界へはばたく　瀬戸内元気都市みはら

第７節　計画の体系

     将来像

     各  論

基本目標１

1-1　人権・男女共同参画 1-1-1　人権教育・啓発の推進
1-1-2　男女共同参画社会の形成

1-2　元気な地域 1-2-1　地域づくり活動の活性化
1-2-2　移住・定住の促進

1-3　市民協働 1-3-1　市民協働のまちづくりの推進
1-3-2　産学官金連携の推進

基本目標２

2-1　教育
2-1-1　学校教育の充実
2-1-2　教育環境の整備・充実
2-1-3　青少年の健全育成

2-2　  生涯学習，文化・ス
ポーツ

2-2-1　生涯学習の振興
2-2-2　文化・芸術の振興
2-2-3　歴史・文化財を活かしたまちづくり
2-2-4　スポーツの推進

〈政策〉 〈施策〉

「活力」を創出する“総合戦略”

人材育成

「
重点

活力づくり

      1

    4

平成30年7月豪雨災害からの
早期復旧・復興

基本目標１ 新しい三原をつくる協働のまち

基本目標２ 地域の文化と多様な人材を育むまち

基本目標３ 多様な産業と多彩な交流による活力あるまち

基本目標４ 健やかに暮らせる人に優しいまち

基本目標５ 安心して快適・安全に住み続けられるまち

基本目標５

5-1　防災 5-1-1　災害対応力の強化
5-1-2　災害に強いまちの構築

5-2　生活の安全安心
5-2-1　消防・救急体制の整備
5-2-2　防犯活動・交通安全対策の推進
5-2-3　消費者・生活者の安心の確保

5-3　環境 5-3-1　環境保全の低炭素まちづくりの推進
5-3-2　循環型社会形成の推進

5-4　生活基盤

5-4-1　計画的なまちづくりの推進
5-4-2　都市・生活基盤の保全・整備
5-4-3　安全でおいしい水の供給
5-4-4　汚水の適正処理
5-4-5　快適・安全な住まいづくり
5-4-6　維持可能な地域公共交通網の形成

計画の実現に向けて

6-1　効果的・効率的な行政運営 6-1-1　行財政改革の推進
6-1-2　公共施設等マネジメントの推進

6-2　透明性の高い行政運営と情報発信 6-2-1　戦略的・効果的な情報発信
6-3　  地方分権型社会に対応した行政

経営
6-3-1　  地域の自主性・自立性を高め

る取組の推進

基本目標３

3-1　商工業・サービス業
3-1-1　工業の振興
3-1-2　商業・サービス業の振興
3-1-3　起業・経営・就労の支援

3-2　農林水産業 3-2-1　農林水産業の担い手育成と生産振興
3-2-2　農林水産基盤の保全と長寿命化

3-3　観光・交流 3-3-1　地域資源を活かした観光6次産業化の推進
3-3-2　国際化の推進

3-4　交流・連携基盤
3-4-1　快適で安全な道路網の形成
3-4-2　空港・港湾を活かしたまちづくり
3-4-3　ICT（情報通信技術）を活かしたまちづくり
3-4-4　中心市街地の活性化

基本目標４

4-1　子ども・子育て 4-1-1　多様な教育・保育サービスの充実
4-1-2　子ども・子育て支援の充実

4-2　健康・医療 4-2-1　健康づくりの推進
4-2-2　医療体制の構築

4-3　福祉・介護
4-3-1　長寿社会対策の推進
4-3-2　障害者福祉の充実
4-3-3　社会保障制度の適正な運営

重点

安心づくり

「安心」を支える“定住自立圏”

人材育成

「
重点

計画の実現に向けて

     三原元気戦略       2

    基本目標      3
市民の健康づくり 選ばれるまち

働く場づくり 交流人口拡大 子ども・子育て充実 生活機能の
強化

結びつきや
ネットワーク
の強化

マネジメント
能力の強化
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